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は じ め に 
 
 
 
 
 
 
 
  この「２００４保健・福祉のガイド」は、制

度の内容等を簡単に紹介したものです。 
 平成１６年８月現在で作成しましたので、法改正や年度が変わると

法改正や金額が変わるものがあります。 

 詳しいことは、それぞれの担当窓口にお問い

合わせ下さい。 

石狩市保健福祉部 
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【１階】 
・介護保険課 介護保険担当 
・福祉生活課 高齢者福祉担当 
       障害者福祉担当 
・健康づくり課保健サービス担当 
       ケアサービス担当 
       健康増進担当 
【２階】 
・こども発達支援センター 
・社会福祉協議会 

りんくる 

 
 
 
 
【１階】 
・福祉総務課企画総務担当 
      生活保護担当 
・児童家庭課児童・保育担当 
・ 
【２階】 
・こども相談センター 

石狩市役所本庁舎 

〒061-3216 石狩市花川北 6 条 1 丁目４１－１ 
石狩市総合保健福祉センター りんくる 

ファックス ７５－２２７０ 

介護保険課 介護保険担当 ７２－６１２１ kaigo@city.ishikari.hokkaido.jp 

高齢者福祉担当 

障害者福祉担当 

７２－３１９４

７２－７０１７福祉生活課 

在宅介護支援センター ７５－６６７７

fukushis@city.ishikari.hokkaido.jp 

保健サービス担当 ７２－３１２４

ケアサービス担当 ７２－６１２４

１階 

健康 

づくり課 
健康増進担当 ７２－７０１２

kenkou@city.ishikari.hokkaido.jp 

こども発達支援センター ７２－７０１５ k-hattatsu@city.ishikari.hokkaido.jp 
２階 

石狩市社会福祉協議会 ７２－８１８１  

 

〒061-3292 石狩市花川北 6 条 1 丁目３０－２ 
石狩市役所本庁舎 

ファックス ７５－１３４０ 

企画総務担当 
福祉総務課 

生活保護担当 
７２－３１２７ fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp 

１階 

児童家庭課 児童・保育担当 ７２－３１２８ jidoukatei@city.ishikari.hokkaido.jp 

２階 こども相談センター ７２－３１９５ k-soudan@city.ishikari.hokkaido.jp 
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江別保健所 石狩支所 

江別保健所 石狩支所 ７４－１１４２ 

〒061-3217 石狩市花川北 7 条 1 丁目１４－１ 

茨戸方面 

※石狩市の市外局番 ０１３３ 
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介護保険について 
◆介護保険には４０歳以上の人が加入します ------１
◆介護サービスを受けるには(申請～サービス提供)
◆こんなサービスが受けられます 
・在宅サービス ------２
・施設サービス 
◆特定疾患とは ------３
◆自立を判定された方でも 
◆要介護度に応じたサービスが受けられます 
◆低所得者の負担を軽減するために ------４
・高額介護サービス費上限額を低く設定しています

・食事の自己負担額を低く設定しています 
・介護保険施行前からヘルパーを利用していた方 
・利用料の軽減 
・災害等で保険料や利用料の支払いが困難なときは ------５
・介護保険料の独自減免 
◆その他のサービス事業 
・家族介護慰労金支給事業 
・介護保険居宅サービス利用促進奨励事業 ------６
◆介護保険について、あなたの疑問等に答えます 
 
 

高齢者のために 
◆在宅福祉サービスについて ------７
・自立支援サービス 
・徘徊痴呆性高齢者等検索機器貸与サービス 
・ふとんクリーニングサービス 
・寝たきり高齢者等紙おむつ給付サービス 
・寝たきり高齢者等理美容サービス 
・ミドルステイサービス 
・日常生活用具給付サービス ------８
・訪問サービス 
・外出支援サービス 
・緊急通報装置の設置 
・除雪サービス 
・配食サービス 
・住宅改修指導サービス 
・家族介護者ヘルパー受講支援サービス 
・ニコピン倶楽部 ------９
◆貸付・給付について 
・消融雪機器設置費補助及び貸付 
・在日外国人等福祉給付金 
◆施設について 
・憩いの家・寿の家 
・陶芸教室 寿窯 
・寿農園 
◆相談について ----１０

・在宅介護支援センター 
・民生委員・児童委員 
◆その他 
・長寿祝金 
・保養センター入浴利用券の交付 
・バス乗車券等の交付 
・高齢者・身体障がい者合同スポーツ大会 
・成年後見制度利用支援事業 
・老人保健医療 ----１１

 
 
 
 
 
 

障がいを持つ方のために 
◆障がい者手帳について ----１２

・身体障害者手帳の交付 
・療育手帳の交付 
・精神障害者保健福祉手帳の交付 
◆支援費制度について 
◆支援費制度を受けるには(申請～サービス利用) 
・利用者負担の支払 ----１３

・居宅サービス事業者一覧 
◆補装具や日常生活用具について 
・補装具の交付・修理 
・日常生活用具の給付 
・自助具の給付 ----１４

◆福祉施設について 
・体が不自由な方の更生援護施設 
・知的障がい者の方の更生援護施設 
・市内の福祉施設・作業所 
◆相談について ----１５

・心身障害者（児）相談員 
◆在宅福祉サービスについて 
・ホームヘルパーの派遣 
・デイサービス 
・入浴サービス 
・除雪サービス 
・緊急通報サービス ----１６

・移送サービス 
・短期入所 
・手話通訳者の派遣 
・盲導犬取得費の助成 
◆年金・手当について 
・年金 
・特別障害者手当 
・障害児福祉手当 
・特別児童扶養手当 ----１７

・児童扶養手当 
・介護手当 
・在日外国人等福祉給付金 
◆共済・貸付について 
・心身障害者扶養共済制度 
・消融雪機器設置費補助及び貸付 
◆医療の助成・給付について 
・更生医療の給付 
・育成医療の給付 ----１８

・進行性筋萎縮症者療養等給付 
・重度心身障害者医療給付の助成 
◆交通費・有料道路等の助成割引について 
・じん臓機能障害者交通費の助成 
・福祉タクシー利用券の交付 
・タクシー料金の割引 ----１９

・有料道路通行料金の割引 
・ＪＲ運賃の割引 
・バス運賃の割引 
・航空運賃の割引 
◆自動車に関する制度について ----２０

・運転免許取得費の助成 
・自動車改造費の助成 
・駐車禁止除外指定車 
◆税金・公共料金等の減免、割引について 
・税の控除 
・自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免 
・所得税・住民税の医療費控除 ----２１

・郵便料金の減額 
・青い鳥郵便葉書 
・ＮＨＫ放送受信料の免除 
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・ＮＴＴ番号案内の無料 ----２２

・公衆電話のクレジット通話 
・保養センター入浴利用券の交付 
◆日常生活訓練等について 
・こども発達支援センター 
・障がい児保育 
・知的障害者生活能力訓練 
・知的障害者地域共同作業所 
◆その他の制度 ----２３

・新マル優制度等 
・特別障害者手当等受給者の定期預金等の金利特例

・就職援護 
・高齢者・身体障がい者合同スポーツ大会 
・北海道障害者スポーツ大会 
・郵便による不在者投票 
 

健康づくりのために 
・母子健康手帳の交付 ----２４

・妊婦健康診査 
・妊産婦保健指導 
・妊産婦・新生児訪問指導 
・乳児健康診査 
・１才６ヶ月児健康診査 
・歯科検査・フッ素塗布 
・３才児健康診査 
・乳幼児健康相談 
・子ども発達相談 ----２５

・子育て広場・離乳食教室 
◆成人保健について 
・健康手帳の交付 
・節目検診 
・基本健康診査 
・一般健康診査 
・肝炎ウィルス検診 
・がん検診 ----２６

・骨粗しょう症検診 
・歯周病予防相談 
・健康相談（成人一般） 
・地区健康相談・健康教育 
◆健康増進事業 
・健康づくり教室 
・フリープラン ----２７

・その他 
◆老人保健について 
・機能訓練事業 
・高齢者・障がい者の方への訪問指導 
・訪問歯科診査事業 
・介護者支援事業 
・パワーリハビリテーション ----２８

◆精神保健について 
・こころの健康相談 
・精神障害者地域共同作業所 
・精神障害回復者通所交通費補助 
◆予防接種・その他の保健事業について ----２９

・乳幼児予防接種 
・ポリオ追加予防接種 
・結核検診 
・エキノコックス症検診 
・特定疾患（難病）治療費公費負担 
・エイズ（ＨＩＶ抗体検査と相談） 
 
 
 

児童・母子のために 
◆相談について ----３０

・家庭児童相談 
・母子相談 
・こども発達支援センター 
・地域子育て支援センター 
・主任児童委員 
◆施設について ----３１

・保育所 
・病後児保育 ----３２

・助産施設入所 
・児童館・放課後児童会 
・母子生活支援施設入所 ----３３

◆手当について 
・児童手当 
・特別児童扶養手当 ----３４

・児童扶養手当 
・乳幼児医療 
 

その他 ----３５

◆援助制度 
・生活保護 
・石狩市まちかどサポートセンター運営支援事業 ----３６

・私は、地区を担当する民生委員・児童委員です ----３７
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介護保険について 
■介護保険には４０歳以上の人が加入します 

介 護 保 険 課  
６５歳以上の人は、第１号被保険者です  

７ ２ － ６ １ ２ １  

 原因を問わず、入浴、排泄、食事、身支度など日常生活をおくるた

めに介護や支援が必要になったときは、介護サービスが受けられます。 
・保険料の納め方 
 介護保険料、医療保険料それぞれ別々に納めます。 
 介護保険料は、年額１８万円以上の年金を受けている人は年金から

天引きされ、それ以外の人は市へ個別納付となります。 
 

 
４０歳以上６４歳までの人は、第２号被保険者です   

 初老期の痴呆、脳血管疾患など老化に伴う病気など（特定疾病Ｐ

3 参照）によって、日常生活を送るために介護や支援が必要になった

ときは、介護サービスが受けられます。 
・保険料の納め方 
 介護保険料、医療保険料を一括で納めます。 
 （国民健康保険の加入者の場合） 
 保険料は世帯ごとに、世帯主が納めます。 
 （被保険者（健保組合など）の加入者の場合） 
 加入している健康保険料とあわせて納めます。 
 

■介護サービスを受けるには 
介 護 保 険 課  

①申 請  
７ ２ － ６ １ ２ １  

 支援や介護が必要と感じたときは、本人や家族などが市の担当窓口

に申請します。（申請の代行をしてもらうことも出来ます。） 
 かかりつけ医等に意見書を作成してもらいます。（市から作成を依

頼します） 
介 護 保 険 課  

②調 査  
７ ２ － ６ １ ２ １  

 調査員が訪問し、本人の心身の状態について全国共通の調査票によ

り調査します。 
介 護 保 険 課  

③認 定  
７ ２ － ６ １ ２ １  

 調査結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で、介護や支援

を必要とするかどうかを判定し、市が認定します。 
介 護 保 険 課  ④ 介 護 サ ー ビ ス 計 画 ( ケ ア プ ラ

ン ) ７ ２ － ６ １ ２ １  

 本人と家族の希望をいれて、介護支援専門員がいろいろなサービス

を組み合わせ、認定結果に応じて定められたサービス限度額の範囲内

で、介護サービス計画（ケアプラン）をつくります。 
介 護 保 険 課  

⑤介護サービス提供  
７ ２ － ６ １ ２ １  

 介護サービス計画による在宅介護サービス、あるいは施設入所での施設介護

サービスが提供されます。 
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■こんなサービスが受けられます 
原則としてかかった費用の１割を負担していただきます。 

介 護 保 険 課  
在宅サービス  

７ ２ － ６ １ ２ １  

・訪問介護（ホームヘルプサービス） 
  ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事などの身の回りの世話や

介護を行います。 
・訪問入浴介護 
  浴槽を積んだ入浴車等で家庭を訪問して、入浴の介護を行います。 
・訪問看護 
  看護師などが家庭を訪問し、看護を行います。 
・訪問リハビリテーション 
  理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し機能訓練（リハビリテー

ション）を行います。 
・居宅療養管理指導 
  医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理・指

導を行います。 
・通所リハビリテーション 
  介護老人保健施設や病院などで、機能訓練などのサービスを日帰

りで受けられます。 
・通所介護（デイサービス・日帰り介護） 
  デイサービスセンターにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練な

どのサービスを日帰りで受けられます。 
・短期入所生活介護（ショートステイ） 
  特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活の

介護や機能訓練が受けられます。 
・短期入所療養介護（ショートステイ） 
  介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的

な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護等が受けられます。 
・特定施設入所者生活介護 
  有料老人ホームなどで介護サービスが受けられます。 
・痴呆対応型共同生活介護（痴呆対応型グループホーム） 
  痴呆のため介護を必要とする高齢者が共同生活を営む住居（グル

ープホーム）において介護が行われます。 
・福祉用具の貸与 
  車いすや特殊ベッドなど福祉用具の貸与が受けられます。 
・福祉用具の購入費の支給 
  排泄や入浴に使われる用具の購入費が支給されます。 
・住宅改修費の支給 
  家庭での手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な改修費用

が支給されます。 
 

介 護 保 険 課  
施設サービス  

７ ２ － ６ １ ２ １  

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
・介護老人保健施設 
・介護療養型医療施設 
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■特定疾病とは 
 

次の１５の疾病が定められています   
①初老期の痴呆          ⑨慢性閉塞性肺疾患 
②脳血管疾患           ⑩両側の膝関節または股関節に 
③筋萎縮性側索硬化症        著しい変形を伴なう変形性関節症 
④パーキンソン病         ⑪慢性関節リュウマチ 
⑤脊髄小脳変性症         ⑫後縦靱帯骨化症 
⑥シャイ・ドレーガー症候群    ⑬脊柱管狭窄症 
⑦糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症  ⑭骨折を伴う骨粗しょう症 
 糖尿病性神経障害        ⑮早老症 
⑧閉塞性動脈硬化症 

 

■自立を判定された方でも 
 介護保険制度において自立を判定された方で、必要な方にはホームヘル

プサービスやデイサービスなどの自立支援サービスを提供します。 
（7 ページ参照） 

 

■要介護度に応じたサービスが受けられます 
要介護度ごとにみた身体の状態例とサービス例 

要介護度 本人の状態 受けられるサービス例 
要支援 要介護にならないための支援が必要な状態 週２回の通所リハビリテーション

要介護１ 一部介助などが必要な状態 毎日何らかのサービス 

要介護２ 
一部介助または全解除が必要な

状態 

週３回通所のリハビリテーション

または通所介護を含め、毎日何ら

かのサービス 

要介護３ 全介助が必要な状態 

・夜間（早朝）の巡回訪問介護を含
む１日２回のサービス 

・医療の必要度が高いとき、週３回
の訪問看護サービス 

・痴呆のとき、週４回の通所リハビ
リテーションまたは通所介護を
含む毎日のサービス 

要介護４ 

排
せ
つ
、
入
浴
、
清
潔
・
整
容
、
衣
服
の
着
脱
な
ど
に 

全般に全面的な介助が必要な状

態 

・夜間（早朝）の巡回訪問介護を含
む１日２～３回のサービス 

・医療の必要度が高いとき、週３回
の訪問看護サービス 

・痴呆のとき、週５回の通所リハビ
リテーションまたは通所介護を
含む毎日のサービス 

要介護５ 
生活全般にわたって全面的な介助が必

要な状態 

・早朝、夜間の巡回訪問介護を１日
３～４回のサービス 

・医療の必要度が高いとき、週３回
の訪問看護サービス 
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■低所得者の負担を軽減するために 
 介護保険では、サービスを利用するときには利用料の一割を負担するこ

とになっています。そこで、収入の少ない人が介護サービスを利用しやす

いように、いろいろな支援対策が行われています。 
 高額介護サービス費の上限額や食費の自己負担額を低く設定して利用料

の負担と少なくしているほか、社会福祉法人等による利用者負担の軽減等

を行っています。 
 

介 護 保 険 課  高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 の 上 限 額 を 低 く 設 定 し て い ま

す  ７ ２ － ６ １ ２ １  

 世帯ごとの利用者負担の１ヶ月以上の上限額については、次のよう

に段階別に負担を軽くするような配慮がなされています。 
①老齢福祉年金受給者で市民税非課税の世帯に属する方または生活

保護費の給付を受けている方          １５，０００円 
②市民税非課税の世帯に属する方         ２４，６００円 
③上記以外の方                 ３７，２００円 

 
介 護 保 険 課  

食事の自己負担額を低く設定しています  
７ ２ － ６ １ ２ １  

 介護保険施設入所者に対して食事の自己負担についても、次のよう

に低い金額が設定されています。 
① 老齢福祉年金受給者で市民税非課税の世帯に属する方または生

活保護費の給付を受けている方         ３００円／日 
② 市民税非課税の世帯に属する方        ５００円／日 
③ 上記以外の方                ７８０円／日 
 ※認定証が必要となりますので、市に申請して下さい。 

 
介 護 保 険 課  介 護 保 険 施 行 前 か ら ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス を 利 用

していた人には（経過措置があります）  ７ ２ － ６ １ ２ １  

① 平成１１年度までにホームヘルプサービスを利用していた低所

得（生計中心者が所得税非課税）の方・・平成１６年度は利用料を

６％負担、その後平成１７年度から１０％となります。 
② 障害者のホームヘルプサービスを利用していた低所得(生計中心

者が所得税非課税)の方・・平成１６年度は利用料を３％負担、そ

の後若年障害者への対応に関する結論を経て負担割合を決めます。 
 

介 護 保 険 課  
利用料の軽減  

７ ２ － ６ １ ２ １  

 社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、とくに

生計が困難な方に対して、その利用料を５％に軽減します。 
・社会福祉法人等により提供されるサービス 
 特別養護老人ホーム・デイサービス・ショートステイ・ホームヘル

プサービス   
 ※確認証が必要となりますので、市に申請して下さい。 
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介 護 保 険 課  
災害等で保険料や利用料の支払いが困難なときは  

７ ２ － ６ １ ２ １  

 火災などの災害や急激な収入の減少等の理由により、保険料や利用

料の支払いが困難なときは、猶予されたり減免されます。 
 お早めに相談してください。 
・災害により損害を受けた場合 
・死亡又は障がい若しくは長期入院で収入が減少した場合 
・失業等で収入が減少した場合 
・冷害、干ばつ等で収入が減少した場合 

 
介 護 保 険 課  

介護保険料の独自減免  
７ ２ － ６ １ ２ １  

 市では、平成１５年度から保険料の負担が困難な保険料第１段階

（生活保護受給者を除く。）及び第２段階の方を対象に、一定の基準

をもうけ申請にもとづいて、介護保険料の減免を実施します。減免の

基準・減免の割合等詳しくは介護保険課にお問い合わせください。 
 

■その他のサービス事業 
介 護 保 険 課  

家族介護慰労金支給事業  
７ ２ － ６ １ ２ １  

 重度の介護を要する低所得世帯の高齢者を在宅で介護している家

族の方に、慰労金を支給し、要介護者の在宅生活の継続を支援します。 
支給額：要介護者１人当たり年額１０万円 
対象者：要介護４、要介護５に認定された方で、過去１年間介護保険

サービスを受けなかった方を介護している家族 
要介護者の支給条件： 
① 要介護認定で要介護４又は要介護５の認定を受けた方及びそれ

と同程度の方 
② 過去１年間介護保険のサービスを利用していない方（ただし、７

日以内の短期入所の利用は除く。）なお、過去１年間とは申請のあ

った日までの１年間である。 
③ 市民税非課税世帯（保険料第１段階、第２段階）の方 
④ 医療で入院した方は、その期間が通算９０日以内であり、その期

間を除いて在宅期間が１年以上となる方 
⑤ 申請日現在で市内に１年以上住所を有している方 
⑥ 前年度までの介護保険料の未納がないこと（家族も含む。） 
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介 護 保 険 課  
介護保険居宅サービス利用促進奨励事業  

７ ２ － ６ １ ２ １  

 介護サービスをより積極的に利用してもらうため、介護サービス利

用券を交付し、介護サービスの利用促進を図ります。（平成１７年３

月まで実施予定） 
支給額：利用券(つかえ～る)１ヶ月２，０００円(５００円券×４枚) 
利用できるサービス： 
 訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハ・通所介護・通所リハ・

短期入所生活介護・短期入所療養介護（事業所によっては、利用出来

ないところもありますので詳細はお問い合わせください） 
対象者： 
 要介護３、４、５に認定された方で次のいずれにも該当する方 
① 申請のあった日が属する月の初日において、６ヶ月以上石狩市に

住所を有する方 
② 介護保険料段階が第１段階若しくは第２段階にある方及び２号

被保険者で市民税非課税世帯の方 
③ 入院又は入所していない方 
④ 前年度の介護保険料の未納がない方 

 

■介護保険について、あなたの疑問や相談に答えます 
 高齢になって体力も弱まり生活がしにくくなった、家族での介護も限界

でサービスを利用したいが受け方がわからない、要介護認定の受け方がわ

からない、サービス利用上の不満等がありましたらご連絡下さい。介護保

険相談員が電話や自宅を訪問して相談を受けます。また、介護事業者や施

設を訪問して介護サービスの質を高めるための調整をします。 
●介護保険相談員「りんくる」介護保険課 電話７５－６６７７ 
 黒野 陽子（介護支援専門員）、 
 満保 さとみ（介護支援専門員） 
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高齢者福祉サービス 
■在宅福祉サービスについて 

高 齢 者 福 祉 担 当  
自立支援サービス  

７ ５ － ６ ６ ７ ７  

 介護保険認定で自立と判定された方でサービスの提供が必要な高

齢者に次のサービスを提供します。（介護保険サービスと同様に１割

の自己負担があります） 

●いきいきホームヘルプサービス（訪問介護） 

 週２回、１回につき２時間を限度に生活援助に限ってホームヘルパ

ーを派遣します。 

●いきいきデイサービス 

 デイサービス施設で１日を過ごします。週２回を限度に利用できま

す。 

 ただし、施設の収容人員の関係で利用を待つ場合もあります。 

●いきがいショートステイ 

 短期入所施設（石狩希久の園）を利用して、３日間の短期入所をし

ていただき、生活指導をします。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

徘徊痴呆性高齢者等検索機器貸与サービス  
７ ２ － ７ ０ １ ７  

 徘徊を繰り返す痴呆性高齢者や初老期痴呆の方が行方不明になっ

たときの現在地を検索するために、携帯出来る小型専用端末機や検索

結果画面を受信するためのファックスを無償で貸与します。（ただし、

基本使用料等は自己負担になります） 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

ふとんクリーニングサービス  
７ ２ － ７ ０ １ ７  

 寝たきり高齢者や寝たきり状態の重度身体障がい者、重度知的がい

者（共に６歳以上）の寝具（掛・敷布団等）の洗濯、乾燥、消毒を年

２回行います。１回につき、５００円かかります。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

寝たきり高齢者等紙おむつ給付サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 常時紙おむつを使用している寝たきりの高齢者や重度身体障がい

者、知的障がい者（共に４歳以上）に対して隔月に１月使用分を配達

します（年６回給付）。ただし、１月の使用量に限度があります。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

寝たきり高齢者等理美容サービス  
７ ２ － ７ ０ １ ７  

 寝たきり高齢者や寝たきり状態の重度身体障がい者の自宅に理容

師や美容師を年３回まで派遣して散髪サービスを行います。１回につ

き１，５００円（散髪のみ）かかります。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

ミドルステイサービス  
７ ５ － ６ ６ ７ ７  

 介護保険の短期入所サービスの入所期日を状況により中期にわた

って延長するサービスです。ただし、最長３ヶ月までとし、実施施設

は市内の短期入所施設になります。 
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高 齢 者 福 祉 担 当  
日常生活用具給付サービス  

７ ２ － ７ ０ １ ７  

 在宅の高齢者に対して、日常生活の負担を出来るだけ軽くするため

に必要な用具を給付します。（１割の自己負担があります） 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

訪問サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 ひとり暮らしの高齢者の家庭を訪問し、乳酸菌飲料を手渡し、対話

をし安否の確認をします。（前年度の所得税が非課税の方） 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

外出支援サービス  
７ ２ － ７ ０ １ ７  

 車いすリフト又はストレッチャー付き車輌でしか移動出来ない要

介護４又は５の方が①市内病院への通院・入退院②市が主催する事業

へ参加するときの外出を支援します。年間２４回（片道）までで、１

割の自己負担があります。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

緊急通報装置の設置  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 ひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報装置を取り付けて、緊急

受信センターと電話回線で直結して急病、事故などの緊急事態に迅速

に対応したり、ひとり暮らしの生活不安を解消するために２４時間相

談も対応します。 

 また、対象にならない高齢者で生活に不安のある方には、低料金で

設置出来るシステム（リース）も紹介します。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

除雪サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 除雪が困難な高齢者世帯に対し、玄関先から公道までの除雪や窓際

にたまった雪の除雪を行います。（前年度の所得税額等に応じて自己

負担があります） 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

配食サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 ひとり暮らしの高齢者等で食事を作ることが困難な世帯に対して

週５日を限度に夕食を自宅まで届けます。（１食あたり３５０円の自

己負担があります） 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

住宅改修指導サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 建築及び福祉・保健の専門家が玄関・浴室・トイレの手すりや段差

解消等軽微な改修から大規模改修まで相談に応じ、適切なアドバイス

をします。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

家族介護者ヘルパー受講支援サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在宅でより質の高い介護をするために現在、高齢者を介護している

家族の方が２・３級のヘルパー資格を取得した場合に受講経費の一部

を補助します。（限度額２万円） 
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高 齢 者 福 祉 担 当  
ニコピン倶楽部  

７ ５ － ６ ６ ７ ７  

 家に閉じこもりがちな高齢者（要介護者除く）に対して趣味活動や

軽運動を通し、楽しみながら閉じこもりを解消していくための通所事

業です。 

 

■貸付・給付について 
維 持 管 理 課  

消融雪機器設置費補助及び貸付  
７ ２ － ３ １ ３ ８  

 ６５歳以上の高齢者等の世帯に対し、融雪層、ロードヒーティング

の設置に必要な資金の補助や貸付を行います。台数に制限があります。 

 補助限度額１５万円、貸付限度額６５万円 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

在日外国人等福祉給付金  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在日外国人等で、制度上公的年金の支給対象とならない高齢者に対

し、在日外国人等福祉給付金を支給します。 

 

■施設について 
 

憩いの家・寿の家   

 おおむね６０歳以上の方の健全な憩いの場として、一日を過ごして

いただくために、「憩いの家」と「寿の家」を開設しています。 

【憩いの家】 

  （花川北６－１ ４１－１りんくる内 電話７２－８１８３） 

 開館時間：午前９時から午後５時まで 

 入浴：毎週月曜日から土曜日までの午前１０時から午後３時まで 

 講座：書道・民謡教室 

 休日：日曜日、国民の祝日（敬老の日を除く）、年末１２月３０日

から年始１月５日まで 

 問合せ先：市社会福祉協議会 電話番号７２－８１８１ 
【寿の家】（横町４６番地） 

 開館時間：午前９時から午後５時まで 

 入浴：毎週月・水・金曜日の３回 

 講座：陶芸・舞踏教室 

 休日：日曜日、国民の祝日（敬老の日を除く）、年末１２月３０日

から年始１月５日まで 

 問合せ先：寿の家 電話番号６２－４３７２ 
 

市 社 会 福 祉 協 議 会  
陶芸教室 寿窯  

７ ２ － ８ １ ８ １  

 場所：花川北６条１丁目４１番地１ 

 おおむね６０歳以上の方を対象に、陶芸を楽しんでいただく場です。 

 
市 社 会 福 祉 協 議 会  

寿農園  
７ ２ － ８ １ ８ １  

 ６５歳以上の方で、自宅に菜園を持たない方が対象です。 
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■相談について 
高 齢 者 福 祉 担 当  

在宅介護支援センター  
７ ５ － ６ ６ ７ ７  

・高齢者が健康で生きがいのある生活を送るために 

・高齢者が在宅で福祉サービスを受けるために 

●高齢者の介護に関する相談を２４時間受け付けます 
 ・りんくる相談センター  電話７５－６６７７ 
 ・ホットライン２１    電話７２－１１２１ 
 ・石狩希久の園      電話６６－３１１３ 

 
福 祉 総 務 課  

民生委員・児童委員  ７ ２ － ３ １ ２ ７  

 安心して暮らせるために、お困りごとの相談を各地域にいる各委員

が行っております。（各委員の名簿は 37～38 ページに掲載しており

ますが、詳細については福祉総務課まで問い合わせ願います。） 

 

■その他 
高 齢 者 福 祉 担 当  

長寿祝金  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 長寿を祝って、人生の節目として９月１日現在、７０歳・７７歳・

８８歳・９９歳・１００歳の方で、６ヶ月以上市内に住民登録のある

方にお祝い金を９月に差し上げます。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

保養センター入浴利用券の交付  
７ ２ － ７ ０ １ ７  

 ７０歳以上の方で、６ヶ月以上市内に住民登録のある方に対し、石

狩市保養センター「番屋の湯」の入浴利用券を交付しています。 

交付時期及び場所 毎年４月から 

         市総合保健福祉センター（りんくる）、各出張所 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

バス乗車券等の交付  
７ ２ － ７ ０ １ ７  

 ７０歳以上で、６ヶ月以上市内に住民登録のある方に対し、バス乗

車券等を交付しています。 

交付時期及び場所 毎年４月から 

         市総合保健福祉センター（りんくる）、各出張所 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

高齢者・身体障がい者合同スポーツ大会  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 スポーツを通じ高齢者・身体障がい者の体力の維持、増進を図るた

め年１回開催します。 

 
高 齢 者 福 祉 担 当  

成年後見制度利用支援事業  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 身よりのない痴呆性高齢者が判断能力が低下した時点で介護サー

ビスの利用を支援するために家庭裁判所に「法定後見人」開始の審判

の申立手続を市が行う事業です。 
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医 療 給 付 担 当  
老人保健医療  

７ ２ － ３ １ ２ ５  

 老人保健で医療を受ける方の対象は７５歳（一定の障がいのある方

は６５歳）以上、または、昭和７年９月３０日以前に生まれた方です。 

《外来・入院の自己負担限度額》 

 かかった医療費の１割または、２割負担となります。 

 ●同一月の自己負担限度額表 

自己負担限度額 
区   分 

外来(個人ごとに計算) （外来＋入院） 

一定以上の所得が

ある方（注１） 
４０，２００円 

72,300 円＋医療費が 361,500 円を超え

た場合は、その超えた分の１％を加算 

（過去12ヶ月に4回以上高額医療費の支給

があった場合、4 回目以降は 40,200 円） 

一   般 １２，０００円 ４０，２００円 

Ⅱ（注２） ２４，６００円 低
所
得
者

(

住
民
税
非
課
税

世
帯
等) 

Ⅰ（注３） 

８，０００円 

１５，０００円 

★所得によって負担が異なります。 

（注１）一定以上の所得がある方とは・・・ 

 各種控除後の課税所得が年額１２４万円以上の方と、その世帯に属する方。 

 ただし、年収が夫婦二人世帯などで６３７万円未満、単身世帯で４５０万円未

満の方は申請により「一般」の区分となります。 

（注２）低所得Ⅱの方とは・・・ 

 世帯主及び世帯全員が住民税非課税の方。 

（注３）低所得Ⅰの方とは・・・ 

 世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を

差し引いたときに０円となる方。なお、単身世帯で年金収入が６５万円以下の方。 

※低所得Ⅱ・Ⅰの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要とな

りますので、市役所窓口で申請して下さい。 

★高額医療費の支給 

 同じ月内に、支払った一部負担金が限度額を超えた場合は、超えた分の払い戻

しが受けられます。 

 同じ世帯内に老人保健で医療を受けている方が複数いる場合は合算することが

出来ます。 

★負担割合に応じた医療受給者証が交付されます。 

 医療受給者証は、負担割合（１割・２割）が記載されたものが交付されます。

以前の受給者証は、無効になりますのでご注意下さい。 

●老人医療（老人保健医療と同じ扱い） 

★道老６５歳（昭和 14 年 7 月 31 日以前に生まれた方）～69 歳 

★市老 68 歳～69 歳 

 ６５歳から６９歳の方は、申請により医療費の助成が受けられます。 

 ただし、所得制限・世帯条件及び子供の条件等があります。 

 

※平成１６年８月に制度改正を予定していますので、それ以降につきましては担

当へご確認下さい。 
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障がい福祉サービス 
■障がい者手帳について 

障 害 者 福 祉 担 当  
身体障害者手帳の交付  

７ ２ － ３ １ ９ ４  

 視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体、心臓、じん臓、

呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫

の機能に永続する障がいがある方に、その程度により、１級から６級

までの身体障害者手帳の交付が受けれらます。 
障 害 者 福 祉 担 当  

療育手帳の交付  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 児童相談所（１８歳未満）又は心身障害者総合相談所（１８歳以上）

において、知的障がい児（者）と判定された方は、療育手帳の交付が

受けられます。 
江 別 保 健 所  精 神 保 健 福 祉 担 当  

精神障害者保健福祉手帳の交付  
０ １ １ － ３ ８ ３ － ２ １ １ １  

 精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又

は社会生活への制約がある方は、精神障害者保健福祉手帳の交付が受

けられます。 

 交付申請先 福祉生活課障害者福祉担当 

 

■支援費制度について 
支援費制度の対象となる福祉サービス 

区   分  身 体 障 がい者  知 的 障 がい者  障 がい児  

ホームヘルプ ○  ○  ○  

デイサービス ○  ○  ○  

ショートステイ ○  ○  ○  

居
宅
支
援 

グループホーム －  ○  －  

身体障害者更生施設 知的障害者更生施設 該 当 な し  

身体障害者療護施設 知的障害者授産施設 施  設  支  援  

身体障害者授産施設 知的障害者通勤寮 

障がい児のサービスが措

置制度が適用されます 

 

■支援費制度を受けるには 
障 害 者 福 祉 担 当  

①相談・申請  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 サービスを利用したいときは、本人や家族などが市の担当と相談の

上、支援費の支給申請をします。 
障 害 者 福 祉 担 当  

②支給決定  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 市では、申請者の障がいの種類や程度などを勘案して支給の要否、

支給量を決定します。 
障 害 者 福 祉 担 当  

③受給者証の交付、サービスの利用  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 サービス利用者は、支給決定を受けた後、交付された受給者証をサ

ービス提供事業者・施設に提示し契約した上で、サービスの提供を受

けます。 
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障 害 者 福 祉 担 当  
④利用者負担の支払  

７ ２ － ３ １ ９ ４  

 サービス利用者は、利用者負担額などをサービス提供事業者・施設

に支払います。 

 
 

居宅サービス事業者一覧   

【ホームヘルプ】 
名       称 住     所 電話番号 身体 知的 児童

石狩市地域生活サポートセンター「いーよ」 石狩市花川南２条３丁目２３７ 0133-72-1014 ○ ○ ○

北海道たすけあいワーカーズ エルサ 石狩市花川北６条５丁目１５６ 0133-72-5757 ○ ○ ○

アルファ・ヘルプサービス訪問介護事業所 石狩市緑苑台東３条３丁目７９ 0133-72-2806 ○ ○ ○

パーソナルサポートセンターぽけっと 石狩市樽川５１９－２ 0133-73-8868 ○ ○ ○

石狩ほっと館訪問介護事業所 石狩市花川南７条５丁目２ 0133-72-0810 ○ ○ ○

ヘルパーステーションハッピー石狩 石狩市花畔２条１丁目９－１ 0133-64-6586 ○   

 

【デイサービス】 
名       称 住     所 電話番号 身体 知的 児童

サポートセンターアライブ 石狩市樽川５１９－２ 0133-73-8868  ○  

石狩市こども発達支援センター 石狩市花川北６条１丁目４１－１ 0133-72-7015   ○

石狩市児童デイサービス ニコリ 石狩市花川北２条２丁目１３８ 0133-73-8633   ○

児童デイサービスセンタースカイラーク美空 札幌市北区あいの里 3-4 1-48 011-778-3483   ○

 

【ショートステイ】 
名       称 住     所 電話番号 身体 知的 児童

生振の里 石狩市生振１６７－８ 0133-64-0033  ○ ○

厚田はまなす園 厚田郡厚田村小谷村３３－１ 01337-8-2666  ○ ○

ワークセンターポロレ 石狩市樽川５１９－２ 0133-73-8868  ○ ○

ふれあいきのこ村 厚田郡厚田村大字聚富村 488-1 0133-60-3466  ○ ○

 

■補装具や日常生活用具について 
障 害 者 福 祉 担 当  

補装具の交付・修理  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 身体障害者手帳をお持ちの方に、身体の失われた部分や思うように

動かすことに出来ない身体機能を補うために用いられる用具（補装

具）の交付及び修理を行います。 

 世帯の前年の所得にかかる所得税・住民税額に応じて自己負担があ

ります。（１月～６月決定分については前々年の所得） 

 厚生年金を受給されている方、又は労災の適用になった方等は、社

会保険事務所又は労働基準監督署等での手続きが必要です。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

日常生活用具の給付  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在宅で、重度の心身障がい者（児）の方に、日常生活を容易にする

ために、必要な用具の給付又は貸与を行っています。 

 世帯の前年の所得にかかる所得税・住民税額に応じて自己負担額が

あります。（１月～６月決定分については前々年の所得） 
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障 害 者 福 祉 担 当  
自助具の給付  

７ ２ － ３ １ ９ ４  

 所得税非課税世帯に属する在宅の重度身体障がい者の方に、日常動

作を補うための入浴リフト等の用具を給付します。住民税の課税状況

に応じて、自己負担があります。 

 

■福祉施設について 
障 害 者 福 祉 担 当  

体が不自由な方の更生援護施設  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 身体障害者手帳をお持ちの方で、特別な医学的治療、生活訓練、職

能訓練を必要とする方や、家庭において必要な介護を受けることが困

難な方については施設に入所（通所）し、サービス等を受けることが

出来ます。 

【施設の種類】 

 児童施設：盲・ろうあ児施設、肢体不自由児施設 

     （北海道中央児童相談所の判定が必要です） 

 成人施設：更生施設、療護施設、授産施設 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

知的障がい者の方の更生援護施設  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 療育手帳をお持ちの方で、生活訓練、職能訓練を必要とする方や、

家庭において必要な介護を受けることが困難な方については施設に

入所（通所）し、サービス等を受けることが出来ます。 

【施設の種類】 

 児童施設：知的障害児施設、重症心身障害児施設 

     （北海道中央児童相談所の判定が必要です。） 

 成人施設：更生施設、授産施設、通勤寮 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

市内の福祉施設・作業所  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

●知的障がい者の施設 

 【知的障害者更生施設】 

 ・生振の里 生振 167 番地 8             電話６４－００３３ 

 【知的障害者授産施設】 

 ・ワークセンターポロレ     樽川 51９－2    電話７３－８８６８ 

 ・ワークセンターポロレ花川分場 花川南４－２ １０５ 電話７６－２８８９ 

 【在宅知的障害者デイサービスセンター】 
 ・サポートセンター あらいぶ 樽川５１９－２     電話７３－８８６８ 

●心身障がい者の作業所 

 【生活実習作業所】 

 ・タンポポのはら 花川南４－５ ２１         電話７３－９０５６ 
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■相談について 
障 害 者 福 祉 担 当  

心身障害者（児）相談員  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 市内には、障がい者の生活、更生援護等のいろいろなことについて

相談を受ける相談員がいます。 

 秘密は厳守しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 

【身体障害者（児）相談員】 

  奥出 佳子 花川南８条１丁目２２６     電話７３－３６１３ 

  熊上 久子 八幡１丁目４５９番地２６    電話６６－３４５１ 

  富原 直義 花畔４条１丁目９３番地     電話６４－１２０３ 

  高田 正敏 花川南５条４丁目１２０番地   電話７３－２０２２ 

  山口 春美 花川北３条４丁目１２４番地   電話７４－５２６１ 

【知的障害者（児）相談員】 

  平野 秋夫 花川北４条５丁目８８番地    電話７４－５１２２ 

 

■在宅福祉サービスについて 
障 害 者 福 祉 担 当  

ホームヘルパーの派遣  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 障がいのため、日常生活を営むのに支障がある身体障がい者、心身

障がい児（者）、難病患者及び精神障がい者等の家庭に対し、ホーム

ヘルパーを派遣し食事、洗濯、掃除、買い物等の身の回りのお世話を

します。 

 なお、視覚障がい者（児）、全身性の障がい者（児）及び知的障が

い者（児）で、外出時に付き添いのサービスを必要とされる方は、ガ

イドヘルパーを派遣します。 

 所得税額等に応じて、自己負担があります。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

デイサービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在宅の心身障がい者（児）の方に、通所により機能訓練

等のサービスを行います。 

 所得税額等に応じて自己負担があります。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

入浴サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 寝たきりの重度身体障がい者で、自宅での入浴が困難な

方に移動入浴車が自宅まで出向いて入浴のお世話をします。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

除雪サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 重度身体障がい者で、除雪が困難な世帯に対し自宅の玄

関先から公道まで、若しくは窓際に積もった雪を除雪しま

す。（所得税額等に応じて、自己負担があります） 
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障 害 者 福 祉 担 当  緊 急 通 報 サ ー ビ

ス  ７ ２ － ３ １ ９ ４  

 ひとり暮らしの重度身体障がい者の自宅に緊急通報装置を取り付

け、緊急通報受診センターとを電話回線で直結して急病、事故などの

緊急事態に対応します。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

移送サービス  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在宅の重度身体障がい者の方が補装具交付のための判定などの時

に移動手段の確保が困難な場合に利用出来ます。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

短期入所  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在宅の心身障がい者（児）を介護している方が疾病その他の理由に

より、一時的にお世話出来なくなった場合に、その期間福祉施設でお

世話します。所得税額等に応じて、自己負担があります。 
 

障 害 者 福 祉 担 当  
手話通訳者の派遣  

７ ２ － ３ １ ９ ４  

 身体障害者手帳をお持ちのろうあ者等で、家庭生活及び社会生活を

営む上で支障がある方に、手話通訳者を派遣します。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

盲導犬取得費の助成  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 視覚障がいが１級の方で、盲導犬の取得にかかる訓練費用、飼育管

理技術の取得費用、貸与料などの経費を助成します。飼育に要する経

費は除きます。 

 

■年金・手当について 
障 害 者 福 祉 担 当  

年金  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 国民年金、厚生年金等各種公的年金に加入している方が、それぞれ

法に定める障がい程度に該当する時に、障害基礎年金、障害厚生年金

等が支給されます。 

 ただし、加入期間等一定の受給要件があります。 

 問合せ先 国民健康保険課国民年金担当    電話７２－３１２２ 

      札幌北社会保険事務所  電話０１１－７１７－４１１１ 

 ※その他各共済組合へ問合せ下さい。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

特別障害者手当  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 心身に著しい障がいを持つため、日常生活において常時特別の介護

を必要とする在宅の２０歳以上の方に支給します。所得制限あります。 

受給額 月額：２６，５２０円 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

障害児福祉手当  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 心身に重度の障がいをもつため、日常生活において常時介護を必要

とする在宅の２０歳未満の方に支給します。所得制限あります。 
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受給額 月額：１４，４３０円 
障 害 者 福 祉 担 当  

特別児童扶養手当  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 ２０歳未満の障がい児（重度又は中度の心身障がい児）を養育され

る方に支給します。所得制限あります。（詳細は 34 ページを） 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

児童扶養手当  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 母子家庭等の児童（１８歳未満の児童又は２０歳未満で一定の障が

いをもつもの）を養育される母等、及び父が重度の障がい者である家

庭の母等に支給します。所得制限あります。（詳細は 34 ページを） 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

介護手当  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 ６ヶ月以上在宅で寝たきり状態にある重度心身障がい者や特定疾

患患者を介護する方に支給します。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

在日外国人等福祉給付金  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在日外国人等で、制度上公的年金の支給対象とならない重度心身障

がい者に対し、在日外国人等福祉給付金を支給します。 

 

■共済・貸付について 
障 害 者 福 祉 担 当  

心身障害者扶養共済制度  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 心身障がい者（児）の保護者の方が、毎月一定額を納めることによ

り、保護者が死亡又は重度障がいになったとき、残された心身障がい

者（児）に生涯を通じて年金が支給されます。 

 対象：身体障がい者（児）の１級から３級、知的障がい者（児）又

は、身体や精神に一定程度の障がいがあると認められる方を

扶養する６５歳未満の保護者の方 

 
維 持 管 理 課  

消融雪機器設置費補助及び貸付  
７ ２ － ３ １ ３ ８  

 重度心身障がい者のいる世帯に対し、融雪槽、ロードヒーティング

の設置に必要な資金の補助や貸付を行います。台数に制限があります。 

 補助限度額１５万円、貸付限度額６５万円 

 

■医療の助成・給付について 
障 害 者 福 祉 担 当  

更生医療の給付  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 １８歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、一般医療

ですでに治療（欠損医療、変形治癒等）したと考えられている障が

いに対して、日常生活上、職業上の能力が高まることが期待させる

場合には、指定の医療機関で治療を受けることが出来ます。 

 世帯の前年の所得にかかる所得税・住民税額に応じて自己負担が

あります。（１月～６月決定分については前々年の所得） 
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江 別 保 健 所  こ ど も 未 来 係  
育成医療の給付  

０ １ １ － ３ ８ ３ － ２ １ １ １  

 身体に障がいがある児童が、指定医療機関での早期治療を受けるこ

とにより、生活能力を得るために必要とする入院、通院にかかる医療

の給付制度です。 

 対象は、１８歳未満の肢体不自由・視覚障がい・音声・言語・そし

ゃく機能障害・心臓およびその他内部障害のある方で、確実な治療効

果が期待される児童です。世帯の前年度の所得税額等により自己負担

があります。 
 

障 害 者 福 祉 担 当  
進行性筋萎縮症者療養等給付  

７ ２ － ３ １ ９ ４  

 進行性筋萎縮症にかかっている身体障がい者に対し、国立療養所で

の治療、訓練及び生活指導を行います。所得税額等に応じて、自己負

担があります。 

 
医 療 給 付 担 当  

重度心身障害者医療費の助成  
７ ２ － ３ １ ２ ５  

 保険内医療費の自己負担分を助成します。なお、下記の初診時一部

負担金があります。 

 医科 ５８０円 歯科 ５１０円 柔道整復施術 ２７０円 

【対象となる方は、次のいずれかに該当する方】 

 ・身体障害者手帳の１級か２級の交付を受けた方 

 ・身体障害者手帳の３級（ただし、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこ

う・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害に

限る）の交付を受けた方 

 ・知的障がいの方で、A 判定の療育手帳をお持ちの方、または重

度と判定・診断された方 

 

■交通費・有料道路等の助成割引について 
障 害 者 福 祉 担 当  

じん臓機能障害者交通費の助成  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 じん臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受け、市外の病院

に人工透析療法のため、通院されている方の通院交通費に対して助成

します。距離・所得に応じて支給額が変わります。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

福祉タクシー利用券の交付  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在宅で、身体障害者手帳をお持ちの１級又は２級に該当する、視覚、

下肢、体幹、心臓又はじん臓機能障がいの方に、利用券を交付します。 

 申請する月で枚数が変わります。 

申請月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

枚 数 29 27 25 23 21 19 17 14 11 ８ ５ ２ 
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障 害 者 福 祉 担 当  
タクシー料金の割引  

７ ２ － ３ １ ９ ４  

 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方はタクシー料金が

１割引になります。地域によっては受けられない場合もありますので、

各市町村にお問い合わせ下さい。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

有料道路通行料金の割引  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合、あるい

は第１種の身体障がい者又は第１種の知的障がい者の方が同乗し介

護者が運転する場合、有料道路の通行料金が 5 割引となります。事

前に申請が必要です。 

 申請に必要なもの：身体障害者手帳又は療育手帳、運転免許証、車

検証 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

ＪＲ運賃の割引  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 心身障がい者に対し、ＪＲの運賃が割引されますので乗車券を購入

する時に、手帳を提示して下さい。 

対  象  者 内      容 

第 1 種身体障害者 

第１種知的障害者 

本人及び介護者とも運賃が 5 割引（本人のみ乗車の場

合は片道 100 ㎞を超える場合が対象） 

第 2 種身体障害者 

第２種知的障害者 

本人のみの運賃が 5 割引（片道 100 ㎞を超える場合

が対象） 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

バス運賃の割引  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 心身障がい者に対し、バスの運賃が割引されますので運賃を払う時

に、手帳を提示して下さい。 

対  象  者 内      容 

第 1 種身体障害者 

第１種知的障害者 
本人及び介護者とも運賃が 5 割引 

第 2 種身体障害者 

第２種知的障害者 
本人のみの運賃が 5 割引 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

航空運賃の割引  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 12 歳以上の心身障がい者（児）の方が、定期航空路線の国内線を

利用する場合に、運賃の割引があります。 

対  象  者 内      容 

第 1 種身体障害者及びその家族

第１種知的障害者及びその家族 

第 2 種身体障害者 

第２種知的障害者 

航空各社の規定によります。 
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■自動車に関する制度について 
障 害 者 福 祉 担 当  

運転免許取得費の助成  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 障がいの程度が４級以上の身体障がい者の方で、通勤や就職などの

ために運転免許を取得する場合に助成します。事前に申請が必要です。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

自動車改造費の助成  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 重度の肢体不自由の方が通勤・通学または営業のために自動車を取

得する場合、その自動車の改造に必要な経費を助成します。 

 事前に申請が必要で、所得制限があります。 
 

札 幌 北 警 察 署  
駐車禁止除外指定車  

０ １ １ － ７ ２ ７ － ０ １ １ ０  

 身体障害者手帳を所有する歩行困難な方が使用中の車両は、公安委

員会から駐車禁止及び時間制限駐車区間規制除外指定車の標章の交

付を受けることが出来ます。 

 対象者：視覚障がい（2 級以上）、平衡、下肢、体幹機能障がい（5

級以上）、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸

機能障がい（3 級以上）、上肢機能障がい者で自ら手を使

わず、足で操作して運転している方 

 

■税金・公共料金等の減免、割引について 
 

税の控除   
 所得税・住民税・相続税・贈与税・の税制には、心身に障がいのあ

る方（贈与税は障がいが重度の方）の控除があります。 

 問合せ先 住民税：税務課市民税担当     電話７２－３１１９ 

      所得税・相続税・贈与税：札幌北税務署 

                 電話０１１－７０７－５１１１ 

 
 

自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免   

 障がいのある方が所有している自動車など（障がいのある方が 18

歳未満の場合や、知的障がい者の方・精神障がい者の方の場合は生計

を一にする方が所有している自動車等も含みます）について、①障が

いのある方が使用している場合、②もっぱら障がいのある方などの通

学や通勤などのために、生計を一にする方又は単身で生活する障がい

のある方などを常時介護する方が使用する場合で一定の要件にあて

はまる方は、申請により自動車税等の減免を受けることが出来ます。

（１人１台に限ります） 

 なお、自動車・軽自動車取得税は取得後２ヶ月以内に申請が必要で

す。それぞれ対象となる障がいが異なりますので、お問い合わせ下さ

い。 

 問合せ先 自動車税・自動車・軽自動車取得税： 

         札幌北道税事務所 電話０１１－７４６－１１９１ 

      軽自動車税：税務課市民税担当   電話７２－３１１９ 
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障 害 者 福 祉 担 当  
所得税・住民税の医療費控除  

７ ２ － ３ １ ９ ４  

 一般診療の自己負担、看護料の自己負担などについて医療費控除を

受けることが出来ますが、その他にも次のものなども医療費控除の対

象となります。 

 ストマ用装具の費用・・・人工肛門又は尿路変向（更）のストマの

ある方が使用しているストマ用装具の

費用（医師の証明書が必要です） 

 お む つ 代  ・・・傷病などにより寝たきりとなった方がお

むつを使用している場合（医師の証明が

必要です） 

 在宅療養の介護費用・・・傷病により寝たきり等の状態にある方が

医師との連携の下に在宅療養のため、在

宅介護サービス又は在宅入浴サービス

を受けた場合（サービスの提供主体の証

明書が必要です） 

 問合せ先 札幌北税務署   電話０１１－７０７－５１１１ 

      税務課市民税担当 電話７２－３１１９ 

 
市 内 各 郵 便 局  

郵便料金の減額   

 盲人用点字のみを掲げたもの、盲人用録音物・点字用紙（指定施設

の発受するもの）は郵便料金が無料になります。心身障がい者団体が

発行する定期刊行物は５００部から第３種郵便物として認定されま

す。 

 盲人用点字小包郵便物、心身障がい者用小包郵便物（図書館の発注

するもの）、聴覚障がい者用小包（指定施設の発受するもので３以下

のもの）は、書籍小包料金又は一般小包料金の半額になります。 

 
市 内 各 郵 便 局  

青い鳥郵便葉書   

 重度の身体障がい者に対して毎年（受付期間４／１～５／３１ま

で）申出者１人につき２０枚の青い鳥郵便葉書を無料で配布していま

す。 
 

障 害 者 福 祉 担 当  
ＮＨＫ放送受信料の免除  

７ ２ － ３ １ ９ ４  

 下表の方について、ＮＨＫ放送受信料の免除が受けられます。 

区     分 全額免除 半額免除 

身体障害者手帳を所持し、市が「貧困な世帯」

と認める場合 
○  

療育手帳Ａ判定とされた者を世帯構成員に

有し、世帯員すべてが市民税非課税の場合 
○  

身体障害者手帳を所持し、視覚障がい者又は

聴覚障がい者で世帯主の場合 
 ○ 

身体障害者手帳を所持し、重度の肢体不自由

者（２級以上）で世帯主の場合 
 ○ 
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Ｎ Ｔ Ｔ  
ＮＴＴ番号案内の無料  

局 番 な し の １ １ ６  

 視覚障がい（６級以上）、上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障がい（２級以上）の方がＮＴＴに申請すると、

番号案内（１０４）が無料になります。 

 
Ｎ Ｔ Ｔ  

公衆電話のクレジット通話  
局 番 な し の １ １ ６  

 身体障がい者の方が公衆電話を使用する時、クレジット通話用カー

ドをする利用すると、一般家庭と同じ料金で通話出来ます。 

 対象者：聴覚・音声・言語・そしゃく・乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障がい 

 
障 害 者 福 祉 担 当  保 養 セ ン タ ー 入 浴 利 用 券 の 交

付  ７ ２ － ３ １ ９ ４  

 重度心身障がい者のかた方で、６ヶ月以上市内に住民登録のある方

に対し、石狩市保養センター「番屋の湯」の入浴利用券を交付してい

ます。 
 対象者：身体障害者手帳１・２級の方、療育手帳Ａ判定の方 
 交付時期及び場所 毎年４月から 
          市総合保健福祉センター(りんくる)、各出張所 
 

■日常生活訓練等について 
こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー  こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー (児 童 デ イ サ ー ビ

ス )  ７ ２ － ７ ０ １ ５  

 心身の発達に遅れや障がいのある児童が個々の心身の状況に応じ、

日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応を図り、発

育・発達を援助します。（30 ページ参照） 

 
児 童 ・ 保 育 担 当  

障がい児保育  
７ ２ － ３ １ ２ ８  

 日々保育に欠け、心身に障がいがある児童の保育を行います。 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

知的障害者生活能力訓練  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 在宅の知的障がい者とその保護者が知的障害者援護施設へ一時的

に入所し、生活訓練及び日常生活について正しい知識を得ます。 

 
タ ン ポ ポ の は ら  

知的障害者地域共同作業所  
７ ３ － ９ ０ ５ ６  

 一般の企業への就労が困難な１５歳以上の在宅の心身障がい者に

対し、就労の場を設け、通所による作業指導を行います。 
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■その他の制度 
各 金 融 機 関  

新マル優制度等   

 少額貯蓄制度、郵便貯金、少額公債非課税制度。身体障害者手帳、

療育手帳の交付を受けている方、障害児福祉手当、特別障害者手当を

受給している方などは元本又は額３５０万円を限度に利子等が非課

税になります。 

 
各 金 融 機 関  

特別障害者手当等の受給者の定期預金等の金利の特例   

 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者等の定

期預金及び定期郵便貯金は、３００万円の範囲内で利率等に関する特

例措置が適用されます。 

 
 

就職援護   
 障がいのある方の就労のために各種サービスを行っています。 

【就職促進措置、公共職業訓練、職場適応訓練】 

 札幌公共職業安定所(札幌市中央区南１０西１４) 電話 011-562-0101 

【職業準備訓練、職業講習、職域開発援助】 

 北海道障害者職業センター(札幌市北区北２４西５)電話 011-747-8231 

【身元保障】 

 雇用促進事業団北海道促進センター(札幌市中央区北１西６) 

                        電話 011-261-5306 

【就職資金の貸付】 

 札幌公共職業安定所又は雇用促進事業団北海道促進センター 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

高齢者・身体障がい者合同スポーツ大会  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 スポーツを通じ高齢者・身体障がい者の体力の維持、増進を図るた

め年１回開催します・ 

 
障 害 者 福 祉 担 当  

北海道障害者スポーツ大会  
７ ２ － ３ １ ９ ４  

 障がい者がスポーツを通じて体力の維持、機能回復、自立更生を図

るとともに道民の障がい者に対する理解を深めるため開催します。 

 
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

郵便による不在者投票  
７ ２ － ３ １ ４ ６  

 各種選挙の際、指定された投票所での投票が困難な重度の障がい者

の方は、郵便で投票することが出来ます。 

 対象者：下肢、体幹・移動機能障がい（２級以上）・心臓・じん臓・

呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障がい（３級以上） 
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健康づくりサービス 
■母子保健について 

保 健 サ ー ビ ス 担 当  
母子健康手帳の交付  

７ ２ － ３ １ ２ ４  

 妊娠の届出により母子健康手帳を交付します。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

妊婦健康診査  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 道内産婦人科において行う妊婦一般健康診査等について健康診査

料金の助成を行います。（受診券の発行） 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

妊産婦保健指導  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 妊婦さんや配偶者の方を対象に母親教室、両親教室を開催し、また

健康診査等により必要のある方には保健指導を行います。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

妊産婦・新生児訪問指導  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 初めてのお子さんや、健康上必要のある新生児、妊産婦の方に訪問

指導を行います。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

乳児健康診査  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 ４ヶ月・１０ヶ月児を対象に問診、計測、小児科医による診察、保

健指導、栄養指導、歯科指導等の健康診査を行います。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

１才６ヶ月児健康診査  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 １才６ヶ月～１才７ヶ月児（２才まで受診可）を対象に問診、計測、

小児科医による診察、歯科検診及びフッ素塗布、発達相談、保健指導、

栄養指導、歯科指導等の健康診査と行います。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

歯科検診・フッ素塗布  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 歯がはえてから４才０ヶ月までのお子さんを対象に歯科診査・フッ

素塗布・ブラッシング指導を行います。半年ごとに受けることが出来

ます。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

３才児健康診査  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 ３才児を対象に問診、計測、小児科による診察、歯科検診及びフッ

素塗布、発達相談、保健指導、栄養指導、歯科指導等の健康診査を行

います。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

乳幼児健康相談  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 乳幼児の発育や栄養、また育児等に関する相談を行います。身体計

測も出来ます。 
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保 健 サ ー ビ ス 担 当  
子ども発達相談  

７ ２ － ３ １ ２ ４  

 乳幼児の心身の発達や育児について発達相談員がご相談に応じま

す。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

子育て広場・離乳食教室  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 乳児及び保護者の方を対象に、子育て広場、離乳食教室を開催しま

す。子育て広場では、親子あそびの紹介や、座談会、離乳食教室では

試食やメニューの紹介などを行います。 

 

■成人保健について 
 検診に関する詳細については「石狩市成人検診のご案内」（窓口で配

布）・広報等をご覧下さい。 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

健康手帳の交付  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 ４０歳以上の老人保健事業を利用される方に交付します。（りんく

る・出張所にて交付しています） 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

節目検診  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 ４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳、７０歳の方に

実施 

 男性：基本健康診査 胃・肺・大腸・前立腺がん検診・歯周病検診 

 女性：基本健康診査 胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診・歯周病検

診・骨粗しょう症検診 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

基本健康診査  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 対象は４０歳以上の市民で集団検診と個別検診（市内医療機関を受

診）があります。内容は問診、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検

査、心電図検査、眼底検査、内科検診です。 

 ※ 眼底検査は、集団検診と市内医療機関（石狩病院・茨戸病院）

で実施しています。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

一般健康診査  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 ふだん検診を受ける機会の少ない１８歳～３９歳までの方を対象

に問診、身体計測、血圧測定、血液検査を行います。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  肝 炎 ウ ィ ル ス 検

診  ７ ２ － ３ １ ２ ４  

 基本健診受診者で、節目年齢（４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、

６０歳、６５歳、７０歳）である、又は節目年齢以外でも健診結果、

肝機能異常があった方・大きな手術や出産時大量出血をした方を対象

にＣ型Ｂ型肝炎検査を実施。集団・個人検診で受診出来ます。 
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保 健 サ ー ビ ス 担 当  
がん検診  

７ ２ － ３ １ ２ ４  

 集団検診と個別検診（市内医療機関、対がん協会で受診）がありま

す。 
子宮がん検診（内容は子宮頸部細胞診、必要者には体部細胞診）  
乳がん検診(内容は視診・触診及びマンモグラフィ(レントゲン)当日精密検査) 

３０歳から 
受診出来ます 

胃がん検診(バリウムによる胃部 X 線撮影) 

肺がん検診（胸部 X 線撮影、必要者には喀痰検査） 

 
女

性 
男

性 
４０歳から 
受診出来ます 大腸がん検診（２日間の便潜血反応検査） 

※マンモグラフィ該当者：５０才以上又は血族２親等以内に乳がんの既往のあ

る方で２年に１回 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

骨粗しょう症検診  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 １８才以上５９才以下の女性を対象に X 線による骨密度の検査を

行います。（３年に１度）節目検診と個別検診（対がん協会のみ委託） 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

歯周病予防相談  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 基本健康診査（集団）実施時に、歯科衛生士による歯槽膿漏や入れ

歯等口腔衛生の相談、ブラッシング指導を行います。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

健康相談（成人一般）  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 保健師・栄養士による生活習慣病などに関する相談をお受けします。

血圧測定・体脂肪の測定も可能。月１回開催で前日までの予約制です。 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

地区健康相談・健康教育  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 地域の団体、サークル等に保健師・栄養士などがお伺いして健康相

談・健康教育を行います。ご利用下さい。 

 

■健康増進事業 
各事業とも病気やけがで運動制限のない方がご利用できます。 

詳しくは広報をご覧下さい。 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

健康づくり教室  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

ヤングコース      ：１８才～３９才の市民（女性） 

フレッシュ水中運動コース：４０才～５９才の市民（女性） 

ゆったり運動コース   ：６０才以上の市民 

内容は健康づくりに関する学習・運動実践です。 
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保 健 サ ー ビ ス 担 当  
フリープラン（健康運動個別指導） 

７ ２ － ３ １ ２ ４  

 １８才以上の市民の方を対象に、個別にマシン等を活用しての健康

運動実践を行うための事業です。体力診断による個人にあった運動指

導、健康チェック、栄養・生活指導を行い、利用料は１回２００円で

す。（初回は予約が必要です） 

 
保 健 サ ー ビ ス 担 当  

その他  
７ ２ － ３ １ ２ ４  

 健診の結果、要指導となった方の生活習慣病予防のための教室や個

別指導を実施しています。 

 

■老人保健について 
ケ ア サ ー ビ ス 担 当  

機能訓練事業  
７ ２ － ６ １ ２ ４  

 脳卒中や難病などで身体や言葉に障がいがある方で、在宅の方を対

象に、日常生活の自立を助けるために、レクリエーションや基本動作

訓練などを行います。（介護保険のサービスを受けている方は、参加

出来ない場合があります） 

 
ケ ア サ ー ビ ス 担 当  

高齢者・障がい者の方への訪問指導  
７ ２ － ６ １ ２ ４  

 保健師、理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士が健康上の

相談や福祉サービスの利用等についての相談を受け、訪問指導・訪問

リハビリを実施しています。 

 
ケ ア サ ー ビ ス 担 当  

訪問歯科診査事業  
７ ２ － ６ １ ２ ４  

 在宅で病気や障がいにより、歯科受診が困難な方を対象に、歯科医

師による訪問診査を行います。 

内容：診査（歯の状態のチェック・保健指導） 

 
ケ ア サ ー ビ ス 担 当  

介護者支援事業  
７ ２ － ６ １ ２ ４  

 病気や障がいを持っている方の介護者を対象に介護者同士の情報

交換や交流を行っています。 

【介護者交流会】 

・失語症者の介護者交流会：失語症（言語の障がい）の方を介護して

いる家族の交流会 

・痴呆症者の介護者交流会：痴呆症の方を介護している家族の交流会 

【介護者リフレッシュ事業】 

 介護者を対象に楽しい行事や交流を通して心身のリフレッシュを

図ります。詳しくは広報をご覧下さい。 
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ケ ア サ ー ビ ス 担 当  
パワーリハビリテーション  

７ ２ － ６ １ ２ ４  

 介護保険要介護認定で、非該当・要支援・要介護１程度と認定され

た方（もしくは同程度と認められる虚弱高齢者）を対象に、筋力や体

力の向上、日常生活動作の改善のために、筋力トレーニングマシーン

などを使用した運動を実施します。 

 

■精神保健について 
江 別 保 健 所  石 狩 支 所  

こころの健康相談  
７ ４ － １ １ ４ ２  

 不眠・引きこもり・痴ほう・拒食・過食・アルコール依存・ギャン

ブル依存・抑うつ・精神分裂病などの本人や家族の悩みに専門家が相

談に応じます。 

 対象者：市民の方 

 内 容：精神科医師、保健師、臨床心理士の個別相談（予約制） 

 料 金：無料 

 
健 康 推 進 担 当  

精神障害者地域共同作業所  
７ ２ － ７ ０ １ ２  

 在宅の精神障がい回復者の社会復帰を促進するため、必要な生活訓

練、作業訓練等をする作業所の運営を支援します。 

 対象施設：通所者が５人以上２０人未満の作業所 

 地域共同作業所の状況：地域作業所 １施設（石狩はまなす館） 

 
健 康 推 進 担 当  

精神障害回復者通所交通費補助  
７ ２ － ７ ０ １ ２  

 在宅精神障がい回復者が、地域協同作業所又は授産施設に通所する

ために要する交通費を助成し、その経済的負担を軽減し社会復帰、社

会参加の促進を図ります。 

対象者：市内に住所を有し公共交通機関の利用、又は身体障がい者等

やむを得ない事由により自動車を利用し作業所に通所する

在宅精神障がい回復者。 

届 出：作業所等の施設長又は運営団体の代表者に届け出て確認し、

申請します。 

補助額：公共交通機関～１日当たり３００円定額  

    自 動 車 ～１日２００円定額 
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■予防接種・その他の保健事業について 
健 康 推 進 担 当  

乳幼児予防接種  
７ ２ － ７ ０ １ ２  

 対象者と内容は次のとおりです。 

 ①ツベルクリン反応検査・ＢＣＧ      集団接種３～４８ヶ月児 

 ②ポリオ（小児マヒ）           集団接種３～９０ヶ月児 

 ③３種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風） 個別接種３～９０ヶ月 

 ④２種混合（ジフテリア・破傷風）     個別接種３～９０ヶ月 

 ⑤はしか（麻しん）            個別接種１２～９０ヶ月 

 ⑥風疹                  個別接種１２～９０ヶ月 

 手続き「りんくる母子保健情報」の日時に合わせ母子手帳を持参し、

直接会場又は市内医療機関で接種して下さい。 

 料 金：無料 

 
健 康 推 進 担 当  

ポリオ追加予防接種  
７ ２ － ７ ０ １ ２  

対象者：昭和５０～５２年生まれの方で、特に、ポリオウイルス常在

国に渡航時又はその子供がポリオワクチン予防接種を受け

る時に接種することが望ましい。 

内 容：乳幼児の接種日に併せ、春・秋各１回実施します。 

 
健 康 推 進 担 当  

結核検診  
７ ２ － ７ ０ １ ２  

対象者：市内に居住する１５才以上の方 

内 容：胸部Ｘ線撮影(札幌健康相談所の検診者で市内会館等を巡回) 

料 金：無料 

時 期：９月の３日間（９月号広報に掲載します） 

 
健 康 推 進 担 当  

エキノコックス症検診  
７ ２ － ７ ０ １ ２  

対象者：小学校３年生以上で過去５年間この検診を受診していない方 

内 容：市内医療機関で血液検査 

料 金：無料 

日 時：４月１日～１月末日 

 
江 別 保 健 所 保 健 予 防 係  

特定疾患(難病)治療費公費負担  
０ １ １ － ３ ８ ３ － ２ １ １ １  

 原因が不明で治癒の確立していない疾患（５２疾患）を対象に治療

費の公費負担を行います。病名や受給条件はお問い合わせ下さい。 

 
 

エイズ（ＨＩＶ抗体検査と相談）   
 匿名による血液検査を月１回実施しています。また、専用電話によ

る相談を開設しています。検査の申し込みは事前に電話で受け付けし

ています。 

問合せ先 江別保健所      電話０１１－３８３－３４４９ 

     江別保健所 石狩支所 電話０１３３－７４－０２４０ 

 

 



 30

児童・母子福祉サービス 
■相談について 

本 庁 舎 ２ 階  こ ど も 相 談 セ ン タ ー  
家庭児童相談  

７ ２ － ３ １ ９ ５  

  家庭児童相談員が、児童一般に関する相談業務を行っています。 
 養育・しつけ及び児童虐待などお気軽にご相談下さい。 

 
本 庁 舎 ２ 階  こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

母子相談  
７ ２ － ３ １ ９ ５  

 母子家庭や寡婦に関する生活上の相談や母子寡婦福祉資金の貸付

などについての相談業務を行っています。お気軽にご相談下さい。 
【母子寡婦福祉資金】 
 母子家庭や寡婦（配偶者のいない女性でかつて母子家庭の母であっ

た方）に、経済的自立と児童福祉の増進などを目的に資金をお貸しし

ます。 
 制度上、内容が多種多様になっておりますので、担当（母子自立支

援員）にお問い合わせ下さい。 
 

こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー  こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ

ー  ７ ２ － ７ ０ １ ５  

 ことば・運動などの発達に遅れや心配のあるお子さんが日常生活に

おける基本的な動作を習得し、集団生活に適応出来るよう、遊びを通

じて、発達の援助や相談を行っています。 
●グループや個別指導をそれぞれ個々の発達段階に合わせて、保育

士・言語聴覚士指導員・理学療法士・作業療法士などが、指導プロ

グラムを立てて援助しています。 
●子どもの発達についての心配や不安のある方を対象に相談や見学

を受けています。 
 

 
地域子育て支援センター   

 子育てに対する不安についての相談・指導、子育てサークルなどへ

の支援を行っております。 
●主な事業・活動 
 ・遊びの広場    育児不安等についての相談･指導･情報提供 

子育てサークルなどへの育成支援 
 ・子育てサロン   専用室を開放してます 
 ・よちよちサロン  １才までのお子さんを対象に保育士と一緒に

遊んだりしてリフレッシュ 
 ・子育て講座    子育てに関する講座の開催 
●場所 えるむ保育園内（花川北２－５ ６３）  電話７１－２０１３ 
    南線光の子保育園内（花川南４－３ ２） 電話７３－０７７３ 

 
福 祉 総 務 課  

主任児童委員  
７ ２ － ３ １ ２ ７  

 児童福祉に関する事項を専門的に担当し、児童福祉関係機関と区域

を担当する児童委員との連絡・調整、児童委員が行う調査･指導等の
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活動に対し、援助･協力を行っています。（詳しくは 37～38 ページ） 

■施設について 
児 童 ・ 保 育 担 当  

保育所  
７ ２ － ３ １ ２ ８  

 仕事や病気などのため、保護者が小学校に入学する前までのお子さ

んを保育出来ないとき、保護者に代わって日中保育するところです。 
・保育料は、保護者の所得税額等や、保育するお子さんの年齢によっ

て決定します。 
・２人以上のお子さんが入所したときは、保育料が減免されます。 
・定員を超えた申し込みがあったとき、又は保育が出来ない事情の程

度により入所出来ない場合があります。 
 名 称 区分 定員 入所年齢 所在地 電 話 

はなます保育園 市立 ３０名 １歳６ヶ月以上 親船４５－２ ６２－３２４７ 

くるみ保育園 市立 ４５名 1 歳６ヶ月以上 八幡１丁目４３３－１４ ６６－３４７９ 

南線光の子保育園 私立 120 名 生後８週間以上 花川南４条３丁目２ ７３－０７７３ 

石狩仲よし保育園 私立 ９０名 生後８週間以上 花川北４条３丁目５－３ ７４－４３８８ 

えるむ保育園 私立 ９０名 生後６ヶ月以上 花川北２条５丁目６３ ７４－０６９６ 

友愛保育園 私立 ６０名 生後８週間以上 花川南８条３丁目 153－3 ７３－６６８６ 

常 
 

設 

まきば保育園 私立 ６０名 生後８週間以上 樽川６条２丁目６００ ７２－００５０ 

生振保育園 市立 ６０名 １歳以上 生振７９３－２ ６４－９４０１ へ
き
地 高岡保育園 市立 ５０名 １歳以上 八幡町高岡３１－６ ６６－４０３０ 

 
【特別保育事業の実施状況】 
名  称 ①一時的保育 ②障がい児保育 ③時間延長保育 ④乳児保育 

はまなす保育園 ○  ○  
くるみ保育園 ○  ○  
南線光の子保育園 ○ ○ ○ ○ 
石狩仲よし保育園  ○ ○ ○ 
えるむ保育園   ○  
友愛保育園   ○ ○ 
まきば保育園   ○ ○ 

①一時的保育：児童が継続的に保育に欠ける時、及び緊急かつ一時的

に保育が必要な時、または育児に伴う心理的・肉体的負担を解消す

るために実施しております。 
②障がい児保育：心身に程度の軽い障がいがある児童を一般児童と共

に集団保育することによって、その児童の健全な社会性の成長を育

むことなどを目的に実施しております。 
③時間延長保育：仕事と育児の両立を支援するため、保育時間の延長

を実施しております。 
④乳児保育：生後８週間を経過した乳児の保育、及び育児休業明けの

乳児の入所を実施しております。 
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児 童 ・ 保 育 担 当  
病後児保育  

７ ２ － ３ １ ２ ８  

 保育所に通所している１歳以上の児童が病気回復期にあり、自宅で

保育している場合、派遣により保護者に替わって保育士や看護師がお

世話をします。 
 

児 童 ・ 保 育 担 当  
助産施設入所  

７ ２ － ３ １ ２ ８  

 経済的な理由により入院助産を受け付けることが出来ないと認め

られる妊産婦が助産施設に入所出来る制度です。 
利用施設：江別市助産施設（市立江別総合病院内）他（例 札幌市内

に５カ所あります） 
主な対象者：①生活保護被保護世帯の方 
      ②市町村民税非課税世帯の方 
      ③所得税非課税世帯の方で、健康保険等から３０万円以

上の出産育児一時金等の支給を受けることが出来ない

方 
児 童 館 （ 代 表 ）  

児童館・放課後児童会  
７ ４ － ２ ８ ８ ４  

 子どもたちに健全な遊びを通し、健康を増進させ、情操を豊かにす

ることを目的とする児童厚生施設です。 
 また、児童館などにおいて、昼間働いているなどで家庭に保護者の

いない小学校３年生以下の児童を対象に、放課後児童会（クラブ）を

開設しています。 
【児童館】 

児 童 館 名 所  在  地 電  話 

花川児童館 花川北６条１丁目４１－１りんくる２Ｆ ７２－７０１６ 

花川北児童館 花川北３条２丁目１９９－２ ７４－２８８４ 

おおぞら児童館 花川南１条１丁目７８ ７３－４８４９ 

おおぞらミニ児童館 花川北１条６丁目１紅南小内 ７４－０３２７ 

花川南児童館 花川南８条３丁目１５３－５ ７２－７３１１ 

緑苑台小学校ミニ児童館 緑苑台中央３丁目６０３ ７２－１７０４ 

八幡小学校ミニ児童館 八幡４丁目１６７ ６６－３３０５ 

 
【開館時間など】 

開館時間 

児童館名 
月～金 

土曜日、夏・冬・

春休み等の学休日

休館日

幼児開放 
幼児とその母親

のための開放 

ころころひろば

９：００～ 

 １１：３０ 

休館日は休み 

花川児童館 ９：００～ 
 １７：３０  

花川北児童館 火曜日 

おおぞら児童館 水曜日 

花川南児童館 

８：３０～ 

 １７：３０ 

月～金曜日 

９：３０～ 

 １１：３０ 
木曜日 

おおぞらミニ児童館 

緑苑台小学校ミニ児童館 

八幡小学校ミニ児童館 

１３：００～

１７：３０ 

１０：００～ 

 １７：３０ 

日曜日

祝祭日 

年末 

年始   
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【放課後児童会（入会申請が必要です）】 
児童会名 所  在  地 電  話 定員 

あおぞらクラブ 花川南１条１丁目７８おおぞら児童館内 ７３－４８４９ ４０名 

ピノキオクラブ 花川北３条２丁目１９９－２花川北児童館内 ７４－２８８４ ５０名 

なかよしクラブ 花川南８条３丁目１５３－５花川南児童館内 ７２－７３１１ ５０名 

げんきっ子クラブ 花川北１条６丁目１紅南小学校内 ７４－０３２７ ２５名 

つくしクラブ 親船町４５－２はまなす保育園内 ６２－３２４７ １５名 

ファイトキッズクラブ 八幡町４丁目１６７八幡小学校内 ６６－３３０５ ２０名 

キラキラクラブ 緑苑台中央３丁目６０３緑苑台小学校内 ７２－１７０４ ２５名 

パストラルクラブ 樽川６条２丁目６０１パストラル会館内 ７２－５６４０ ２０名 

花っこクラブ 花畔１条１丁目７花川小学校内 ６４－２１２３ ３５名 

開館時間 
・月～金曜日               午後１時～午後６時 
・土曜日、夏・冬・春休みなどの学休日   午前８時～午後６時 

 
児 童 ・ 保 育 担 当  

母子生活支援施設入所  
７ ２ － ３ １ ２ ８  

 児童を扶養している母子世帯またはこれに準ずる事情にある女子

が、生活・住宅・就職などの困難な問題により児童の福祉が十分でな

い方を対象に、自立促進のためにその生活を支援する施設です。入所

している母子に対して、生活の場を提供するとともに、自立のための

支援・相談・指導を行っています。 
利用料金 世帯の所得状況に応じて負担金を納めて頂きます。 
利用施設 母子生活支援施設：江別市「ひまわり」、他札幌市内６カ所 

 

■手当について 
児 童 ・ 保 育 担 当  

児童手当  
７ ２ － ３ １ ２ ８  

 児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における

生活安定と次代の社会をになう児童の健全育成及び資質向上を目的

とした制度です。 
対象 ９歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童（小学校第３

学年修了前の児童）を養育している方（所得制限があります。） 
対象年齢  小学校第３学年修了（９歳到達後最初の年度末） 
手当月額  第１子・第２子  ５，０００円 
      第３子     １０，０００円 
支払時期  ２月・６月・１０月 
※ 厚生年金等に加入されている方で、本来児童手当の所得制限によ

り該当しない方でも、「特例給付」という区分で該当する場合があり

ます。 
 特例給付の区分で手当を受けている方は、厚生年金等を脱退された

場合に、手当が受けられなくなりますので、必ず担当までご連絡下さ

い。 
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児 童 ・ 保 育 担 当  
特別児童扶養手当  

７ ２ － ３ １ ２ ８  

支給要件 ２０歳未満の重度、又は中度の心身に障がいのある児童を

養育している父もしくは母、又は、父母にかわって児童

を養育している方に支給されます。(所得制限があります) 
※詳細は担当までお問い合わせ下さい。 
支給されない場合 
 ①児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることが出来る

とき。 
 ②児童が、児童福祉施設等に入所しているとき。 
支給額 児童１人１級：月額５０，９００円 
        ２級：月額３３，９００円 
支給月 ４月、８月、１１月（それぞれ前月分までの支給ですが、１

１月だけが、支給月分まで支給されます） 
 

児 童 ・ 保 育 担 当  
児童扶養手当  

７ ２ － ３ １ ２ ８  

 父母の離婚などにより、父と生計を同じくしていない方で、次の要

件にあてはまる児童（１８歳に達する日以降最初の３月３１日までの

間にある方、心身に中度以上の障がいをもつ場合は２０歳未満）を監

護・養育している母又は養育者に支給されます。 
●支給要件 
 ①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童 
 ②父が死亡した児童 
 ③父が重度の障がいにある児童 
 ④引き続き１年以上父が拘禁又は、父から遺棄されている児童 
 ⑤父母とも不明又は父の生死が明らかでない児童 
 ⑥母が婚姻によらないで生まれた児童 
●支給されない場合 
 ①児童が、児童入所施設又は里親に委託されているとき。 
 ②公的年金（老齢福祉年金以外）の給付を受けているとき。 
 ③手当の支給要件に該当してから５年間請求しなかったとき。 
 ④児童が、母の配偶者（内縁関係を含む）に養育されているとき（父

障がいを除く）。 
 ⑤その他、支給されない場合の要件がありますので、詳しくは担当

までお問い合わせ下さい。 
●支給額（所得制限があります） 

区分 全額支給 一部支給 備  考 
児童１人 月額 41,880 円 月額 41,870 円～9,880 円 

児童２人 月額 46,880 円 月額 46,870 円～14,880 円

児童３人 月額 49,880 円 月額 49,870 円～17,880 円

基準額(第１子)41,880 円 

加算額(第２子)5,000 円 

加算額(第３子以降)3,000 円 

●支給月 4 月、8 月、12 月（それぞれ前月分まで支給） 

 
医 療 給 付 担 当  

乳幼児医療費  
７ ２ － ３ １ ２ ５  

 ６歳未満の乳幼児の入院、外来などの保険内医療費の自己負担分を

助成します。 

 なお、下記の初診時一時負担金があります。 

 医科 580 円 歯科 510 円 柔道整復施術 270 円 
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その他 
福 祉 総 務 課  石 狩 市 ま ち か ど サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営 支 援 事

業  ７ ２ － ３ １ ２ ７  

【この事業の目的は】 
 この支援事業は、町内会や地域のボランティア等の団体が高齢者、

児童又は障がい児（者）を支援して地域で実施する事業に対して助成

をするものです。 
【助成の対象者は】 
 この助成を受けることができるのは、対象事業を１年以上実施して

いる地域のボランティア団体、地区社会福祉協議会及び特定非営利活

動団体などの非営利団体です。 
【対象になる事業は】 
（１）高齢者いきいき支援活動事業 
         （介護予防のための生きがい事業など） 
（２）子育て支援活動事業 
         （放課後児童会運営事業、ミニ児童館事業など） 
（３）障がい児（者）支援活動事業（障がい者への活動支援事業） 
【助成金の額は】 
（１）実施基本割 
 基本額を２万５千円（１月当たり１回の実施）とし、基本額の対象

となる実施回数を超えて１回実施するごとに１万円を加算します。た

だし、上記（２）の事業の場合は基本額を１万５千円とし、増額１回

分を５千円とします。これにより算出された額と助成対象経費の実支

出額とを比較して少ない方の額に「１０分の８」（上記（２）の事業

を実施するサークル的団体は「１０分の６」）を乗じて算出した額を

実施基本割として助成します。 
（２）使用料割 
 １万円を上限として、事業を実施した場所の使用料の実費相当額と

します。 
 なお、この助成金は上限額であり、その用途にも制限があります。 

 
石狩市まちかどサポートセンター運営支援事業補助団体一覧 

（平成１６年４月現在） 
高齢者いきいき支援活動事業 子育て支援活動事業 

・いきいきサロン宝寿の会 

・親船東地区社会福祉協議会 

・花川南第一町内会区内社会福祉協議会 

・石狩障害老人と共に歩む会 

・特定非営利活動法人 

 たすけあいﾜｰｶｰｽﾞ・エルサ ひまわりの会

・お年寄りと集う会 つくしんぼう 

 

 
計６団体 

・あんぱんまんひろば 

・育児サークル ワンステップ 

・育児サークル ママといっしょ 

・親子リズム 

・特定非営利活動法人 

 こどもコムステーションいしかり 

・ミラクルキッズ 

・Ｂｅａｎｓ 

 
計７団体 
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福 祉 総 務 課  
援助制度  

７ ２ － ３ １ ２ ７  

【生活保護】 
 生活保護とは、国が生活に困っている世帯に対してその状況と程度

に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障す

るとともに、自分自身の力で、生活できるよう手助けすることを目的

とした制度です。 
●困っている生活状況に応じて必要な援助が受けられます。 

区     分 扶 助 内 容 
生 活 扶 助 暮らしに必要な衣類・食費・光熱水費等の費用 
住 宅 扶 助 家賃等住まいの費用 
教 育 扶 助 義務教育に必要な費用 
医 療 扶 助 病気・ケガ等の治療の費用 
介 護 扶 助 介護サービスに対する費用 
その他の扶助 出産・生業・葬祭等一時的または臨時的な費用 
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 私 は 、 地 区 を 担 当 す る 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 で

す   

平成 16 年４月１日現在 

（任期 平成１３年１２月１日～平成１６年１１月３０日） 

【石狩地区民生委員児童委員協議会】 
氏  名 住  所 電話番号 担 当 区 域 

簡   かほる 

吉 岡 丈 子 

伊 藤 民 子 

古 川 房 子 

中 矢 真 弓 

宗 田 芳 久 

西 井 芳 暎 

蓮 田 栄 一 

小 出 ルリ子 

大 川 修 司 

石 田 瑛 玄 

藤 本 陽 子 

尾 田 久 男 

住 友 純 子 

佐 藤 佳 子 

小 野 勝 子 

豊 田 一 子 

鳴 海 誠 子 

六 川 輝 子 

小 川 ヨシ子 

寺 島 ハ ル 

松 村 政 勝 

吉 永 和 子 

大 塚 ふし子 

渡 邉 純 子 

長谷川 洋 子 

横町１３－１ 

横町２３ 

親船町７５ 

親船町７５－９ 

親船東３条１丁目１７２ 

親船東１条１丁目１３３ 

八幡町高岡１６－２ 

北生振３１２－３ 

緑ヶ原２丁目２４８ 

八幡４丁目３９ 

八幡１丁目５４－２ 

新港南１丁目１９－３６ 

花畔北１１線 

花畔２条１丁目６６－１ 

花畔１条１丁目３ 

花川東９６ 

緑苑台東３条２丁目４１ 

緑苑台東３条３丁目３４ 

生振５８４－１４ 

生振３２３－３ 

花川北７条２丁目２－１ 

花川北６条２丁目５２ 

花川北６条３丁目１０５ 

花川北６条５丁目２０１ 

親船東３条１丁目６２ 

花川北６条１丁目６５－１ 

62-3075

62-3485

62-3229

62-4474

62-3479

62-3751

66-3411

66-3977

66-3570

66-3020

66-3222

64-3019

64-2067

64-7177

64-2071

74-3680

72-5105

72-5550

64-9457

64-9250

74-2308

74-3697

74-2493

74-3679

62-4088

74-8669

本町第３、本町第４、本町２区の一部 

本町第１、本町第２、本町２区の一部 

治水はまなす 

柏東西、柏北 

むつみ町内会 

ハマナス、志美、漁民団地、親船東１・２条 

高岡、五の沢 

北生振、美登位 

緑ヶ原 

八幡４丁目～５丁目 

八幡１丁目～３丁目、若生 

花畔中央の一部、新港南の一部 

花畔農住、ニュータウン、新港の一部 

新道、大和、花畔中央の一部 

花畔中央の一部 

花川東 

緑苑台東３条１丁目～３丁目 

緑苑台（東３条１丁目～３丁目を除く地域） 

中生振（南） 

中生振（北） 

花川北６条１丁目、花川北７条１丁目～３丁目 

花川北６条２丁目 

花川北６条３丁目 

花川北６条５丁目 

主任児童委員 

主任児童委員 

 

【花川北地区民生委員児童委員協議会】 
氏  名 住  所 電話番号 担 当 区 域 

高 橋 龍 藏 

土 田 京 子 

渡 辺 美 子 

畑 宮 ヨ シ 

米 田 宮 治 

佐 藤 奈津子 

河 野 保 夫 

大 沢 幸 子 

藤 村 恵美子 

説 田 洋 子 

嶋 田 哲 夫 

三 島 明 子 

三 國 哲 男 

金 澤 澄 子 

才 田 ハツ子 

佐 藤 真千子 

鶴 間   常 

田 中 迪 子 

成 田 良 一 

内 山   武 

千 田 和 代 

樋 口 春 樹 

小 西 政 勝 

稲 邊 憲 次 

浦 田 洋 史 

欠   員 

澤 田 和 子 

大 平 正 子 

中 村 教 子 

本 田 美 世 

星 川 富美子 

花川北６条４丁目１８ 

花川北５条１丁目１６ 

花川北５条１丁目８６ 

花川北５条３丁目６６ 

花川北４条２丁目８－２ 

花川北４条２丁目１４７ 

花川北４条３丁目4-9道住Ｄ10-402

花川北４条３丁目4-7道住Ｄ7-204

花川北４条４丁目１０３ 

花川北４条５丁目１２ 

花川北３条１丁目２－１０８ 

花川北３条２丁目４ 

花川北３条３丁目１４緑苑コーポ408

花川北３条３丁目４公団5-501

花川北３条３丁目４公団11-208

花川北３条４丁目６９ 

花川北３条５丁目１３９ 

花川北３条６丁目６４ 

花川北２条２丁目８２ 

花川北２条３丁目１２ 

花川北２条４丁目４２ 

花川北２条５丁目１８０ 

花川北２条６丁目５７ 

花川北２条６丁目１９５ 

花川北１条１丁目２－８９ 

 

花川北１条２丁目４ 

花川北１条２丁目２９９ 

花川北１条３丁目６１ 

花川北４条４丁目１６ 

花川北２条２丁目１０３ 

74-5671

74-3292

74-8160

74-0548

74-2718

74-7393

74-9263

74-3235

74-4130

74-4663

74-1410

74-7190

74-2041

74-0754

74-7740

74-6134

74-0386

74-6408

74-8926

74-4515

74-5358

74-7558

74-5365

74-1710

74-9863

 

74-7153

74-7195

74-0273

74-6922

74-6124

花川北６条４丁目 

花川北５条１丁目 

花川北５条２丁目 

花川北５条３丁目 

花川北４条１丁目、花川北４条２丁目の一部 

花川北４条２丁目の一部 

花川北４条３丁目の一部 

花川北４条３丁目の一部 

花川北４条４丁目 

花川北４条５丁目 

花川北３条１丁目 

花川北３条２丁目 

花川北３条３丁目の一部 

花川北３条３丁目の一部 

花川北３条３丁目の一部 

花川北３条４丁目 

花川北３条５丁目 

花川北３条６丁目 

花川北２条２丁目 

花川北２条３丁目 

花川北２条４丁目 

花川北２条５丁目 

花川北２条６丁目の一部 

花川北２条６丁目の一部 

花川北１条１丁目 

花川北２条１丁目 

花川北１条２丁目の一部 

花川北１条２丁目の一部 

花川北１条３丁目 

主任児童委員 

主任児童委員 
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【花川南第１地区民生委員児童委員協議会】 
氏  名 住  所 電話番号 担 当 区 域 

間ヶ敷 明 子 

佐 藤 タ ミ 

工 藤 哲 也 

池 端 昭 雄 

池 田 久美子 

五十嵐 ルミ子 

佐々木 日登美 

高 杉   昇 

渋 川 季史子 

鷲 尾 弘 之 

豊 原   正 

池 元 美枝子 

横 井 京 子 

菅 沼 郁 子 

中 川 京 子 

荒 澤   宏 

越 野 光 子 

安 保 隆 之 

窪 田 國 臣 

進 藤 五 郎 

池 田 京 子 

二 上 朋 子 

納 谷 真智子 

花川北１条４丁目１６３ 

花川北１条５丁目１５８ 

花川北１条５丁目４０８ 

花川南１条１丁目６５ 

花川南１条２丁目１７１ 

花川南１条３丁目１３３ 

花川南１条４丁目２５７ 

花川南１条５丁目１０６ 

花川南２条２丁目２０１ 

花川南２条３丁目１３４ 

花川南２条４丁目１６５ 

花川南２条５丁目１０５ 

花川南２条６丁目２３８ 

花川南２条６丁目１００ 

花川南３条１丁目８９ 

花川南３条２丁目２４３ 

花川南３条３丁目１５２ 

花川南３条４丁目２７０ 

花川南４条１丁目１６５ 

花川南４条２丁目１５９ 

花川南４条３丁目１０８－２ 

花川南４条１丁目４８番地 

花川南１条１丁目２１２番地 

73-3987

74-1356

73-2297

73-0396

73-7165

73-4107

73-1191

73-4346

73-0195

72-2316

73-5599

73-7321

73-2035

73-6957

73-4563

73-4663

73-4373

73-7821

73-3321

73-7738

73-2803

72-0330

73-2223

花川北１条４丁目 

花川北１条５丁目の一部 

花川北１条５丁目の一部、６丁目 

花川南１条１丁目、花畔の一部 

花川南１条２丁目 

花川南１条３丁目 

花川南１条４丁目 

花川南１条５丁目 

花川南２条２丁目 

花川南２条３丁目 

花川南２条４丁目 

花川南２条５丁目 

花川南２条６丁目の一部 

花川南１条６丁目、花川南２条６丁目の一部 

花川南２条１丁目、花川南３条１丁目 

花川南３条２丁目 

花川南３条３丁目、花川南４条４丁目 

花川南３条４丁目～５丁目、花川南４条５丁目～６丁目 

花川南４条１丁目 

花川南４条２丁目 

花川南４条３丁目 

主任児童委員 

主任児童委員 

 
【花川南第二地区民生委員児童委員協議会】 

氏  名 住  所 電話番号 担 当 区 域 
小 林 忠 雄 

稲 垣 敏 子 

山 内 光 子 

今 川 智恵子 

横 井 國 夫 

菊 地 昌 子 

欠   員 

熊 谷   勉 

山 下 道 子 

田 澤 美智子 

坂 本 喜代子 

鈴 木   博 

長 窪 笑 子 

浜 野   昭 

加 賀 朝 子 

片 山 か よ 

三 塚 ヨシエ 

銅 住 光 雄 

伊與田 美和子 

森   和 恵 

千 田 英 治 

片 岡 槇 子 

中 村 嘉 光 

齋 藤   勝 

国 重 幹 雄 

星   恵 子 

見 上 初 子 

能 村 久美子 

伊 藤 命 子 

花川南５条１丁目２２０ 

花川南６条１丁目６３ 

花川南５条２丁目１５１ 

花川南５条３丁目８０ 

花川南５条４丁目２ 

花川南５条５丁目２１ 

 

花川南６条３丁目２２９ 

花川南６条４丁目７９ 

花川南７条５丁目６１ 

花川南７条１丁目９９ 

花川南８条１丁目７７ 

花川南７条２丁目１３７ 

花川南７条３丁目１６６ 

花川南７条４丁目１４９ 

花川南７条４丁目３７８ 

花川南８条２丁目１４９ 

花川南８条３丁目１３０ 

花川南８条４丁目１４６ 

花川南９条１丁目１２７ 

花川南９条２丁目５１ 

花川南９条３丁目１２５ 

花川南１０条２丁目１０６ 

花川南１０条３丁目８１ 

樽川１２５－１６３ 

樽川７条１丁目７５ 

樽川９条２丁目３６ 

樽川７条２丁目１１ 

花川南６条４丁目７７ 

 

74-1100

73-6184

73-5273

72-4397

73-3857

73-3596

 

73-7036

73-4857

73-0807

73-9620

73-2684

73-0127

73-7182

73-9391

73-6674

73-0793

73-8383

72-7290

73-5923

72-3099

73-0747

73-3914

73-9611

73-3640

72-3651

73-4508

74-6209

73-5043

花川南５条１丁目 

花川南６条１丁目 

花川南５条２丁目 

花川南５条３丁目 

花川南５条４丁目 

花川南５条５丁目～６丁目 

花川南６条２丁目 

花川南６条３丁目 

花川南６条４丁目の一部 

花川南６条４丁目の一部、５丁目 

花川南７条１丁目 

花川南８条１丁目 

花川南７条２丁目 

花川南７条３丁目 

花川南７条４丁目の一部 

花川南７条４丁目の一部、花川南７条５丁目 

花川南８条２丁目 

花川南８条３丁目 

花川南８条４丁目～５丁目 

花川南９条１丁目 

花川南９条２丁目 

花川南９条３丁目～５丁目 

花川南１０条１丁目～２丁目 

花川南１０条３丁目～４丁目 

樽川、新港西地区の一部 

明乳パストラルシティ 

樽川、平和団地、新港西地区の一部 

主任児童委員 

主任児童委員 

 
【民生委員児童委員活動に対する問合先】 
   福祉総務課          電話 ７２－３１２７ 
   石狩市民生委員児童委員連合協議会事務局（社協内） 
                  電話 ７２－８１８４ 
 

 


